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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して相互に接続された複数のコンピュータと、前記各コンピュータに
それぞれ接続された記憶手段とで構築される仮想サーバにおいて、
　前記各コンピュータにそれぞれ接続された記憶手段を利用して、単一の仮想記憶領域を
構成し、
　前記ネットワークに接続されたコンピュータの表示手段が、前記単一の仮想記憶領域を
表示可能とし、
　前記複数のコンピュータはそれぞれ、
　コンピュータ内の各部に電源が供給される第１のモードと、バックアップ動作を実行す
るための部位にのみ電源が供給される第２のモードと、前記ネットワークを介して通信を
行うための部位にのみ電源が供給される第３のモードである、３つのモードの間でのモー
ド遷移を管理する電源管理手段と、
　すべてのモードにおいて電源が供給され、前記ネットワークを介して他のコンピュータ
と通信を行うＬＡＮコントローラ手段と、
　すべてのモードにおいて電源が供給され、前記電源管理手段または他のコンピュータか
らの指示に基づいて、自コンピュータの各部に対する電源供給を制御する電源制御手段と
、
　前記電源制御手段の制御に基づいて、自コンピュータの各部へ電源を供給する電源供給
手段と、



(2) JP 4575740 B2 2010.11.4

10

20

30

40

50

　を備え、
　前記複数のコンピュータのうちの第３のモードで動作中の特定のコンピュータの電源Ｓ
ＷがＯＮされた場合に、
　電源ＳＷがＯＮされたコンピュータの電源制御手段が、自コンピュータの電源管理手段
に対して電源を供給するよう自コンピュータの電源供給手段を制御することにより、当該
電源管理手段を起動し、
　前記電源を供給された電源管理手段が、自コンピュータ内の各部へ電源を供給するため
の指示を、自コンピュータの電源制御手段に対して行うことにより、自コンピュータの動
作モードを第３のモードから第１のモードに遷移させ、また、第３のモードで動作中の他
のコンピュータを第３のモードから第２のモードに遷移させるための信号である特殊電源
ＯＮ信号を、前記ＬＡＮコントローラ手段を経由してネットワーク上に送信し、
　一方、ネットワークを介して特殊電源ＯＮ信号を受信した前記第３のモードで動作中の
他のコンピュータの電源制御手段が、自コンピュータの電源管理手段に電源を供給するよ
うに自コンピュータの電源供給手段を制御することにより、当該電源管理手段を起動し、
　前記電源管理手段を起動した他のコンピュータの電源管理手段が、バックアップ動作を
実行するための部位へ電源を供給するための指示を、自コンピュータの電源制御手段に対
して行うことにより、自コンピュータの動作モードを第３のモードから第２のモードに遷
移させる、
　ことを特徴とする仮想サーバ。
【請求項２】
　前記複数のコンピュータのうちの第１のモードで動作中のコンピュータの電源ＳＷがＯ
ＦＦされた場合、または当該コンピュータより電源ＯＦＦコマンドが発行された場合に、
　前記第１のモードで動作中のコンピュータにおいて、電源ＳＷのＯＦＦまたは電源ＯＦ
Ｆコマンドの発行を検出した電源制御手段が、その旨を自コンピュータの電源管理手段へ
通知し、
　前記通知を受けた電源管理手段が、自コンピュータのＬＡＮコントローラ手段を経由し
て、他のコンピュータに対してモード状態の問い合わせを行い、
　前記他のコンピュータの電源管理手段が、自コンピュータのＬＡＮコントローラ手段を
経由して、自コンピュータのモード状態を前記第１のモードで動作中のコンピュータに対
して返信し、
　前記第１のモードで動作中のコンピュータの電源管理手段が、前記他のコンピュータか
ら返信されたモード状態を確認した結果、自身以外の全てのコンピュータが第２のモード
のときは、前記他のコンピュータを第２のモードから第３のモードに遷移させるための信
号である特殊電源ＯＦＦ信号を、前記ＬＡＮコントローラ手段を経由してネットワーク上
に送信し、また、前記ネットワークを介して通信を行うための部位以外への電源の供給を
停止するための指示を、自コンピュータの電源制御手段に対して行うことにより、自コン
ピュータの動作モードを第１のモードから第３のモードに遷移させ、
　一方、ネットワークを介して特殊電源ＯＦＦ信号を受信した前記他のコンピュータの電
源管理手段が、それぞれ、前記ネットワークを介して通信を行うための部位以外への電源
の供給を停止するための指示を、自コンピュータの電源制御手段に対して行うことにより
、自コンピュータの動作モードを第２のモードから第３のモードに遷移させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の仮想サーバ。
【請求項３】
　前記ネットワークに接続されたコンピュータの表示手段が、前記単一の仮想記憶領域と
ともに、当該単一の仮想記憶領域を管理するサーバを表示することを特徴とする請求項１
または２に記載の仮想サーバ。
【請求項４】
　前記各記憶手段は、それぞれ特定領域を有しており、前記各特定領域で前記単一の仮想
記憶領域を形成し、
　前記ネットワークを介して接続される外部装置からデータの書き込みの要求があった場
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合、または、１つのコンピュータでデータの書き込み要求が発生した場合は、前記各コン
ピュータは、同一のデータを前記各特定領域にそれぞれ略リアルタイムに書き込み、前記
各特定領域で同一のデータを保持することを特徴とする請求項１、２または３に記載の仮
想サーバ。
【請求項５】
　前記ネットワークを介して接続される外部装置からデータの読み込み要求、または、自
機の読み込み要求が発生した場合は、前記各コンピュータは、前記各特定領域からそれぞ
れ独自のタイミングでデータの読み込みを行うことを特徴とする請求項４に記載の仮想サ
ーバ。
【請求項６】
　前記記憶手段はディスク装置からなり、当該ディスク装置は複数の領域を有し、前記特
定領域は、前記複数の領域のうちの１つの領域に割り当てられることを特徴とする請求項
４または５に記載の仮想サーバ。
【請求項７】
　前記記憶手段は、複数のディスク装置からなり、前記特定領域はディスク装置の全領域
に割り当てられることを特徴とする請求項４または５に記載の仮想サーバ。
【請求項８】
　前記コンピュータの前記特定領域にエラーが発生した場合には、当該エラーが発生した
コンピュータからの要求に応じて、他のコンピュータが、当該特定領域のデータのリカバ
リーを行うことを特徴とする請求項４～７のいずれか１つに記載の仮想サーバ。
【請求項９】
　前記各コンピュータのうち障害が発生したコンピュータがある場合には、当該障害が発
生した以外のコンピュータで、前記仮想サーバを構成することを特徴とする請求項１～８
のいずれか１つに記載の仮想サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仮想サーバ、そのコンピュータ、およびコンピュータが実行するためのプロ
グラムに関し、詳細には、ネットワーク内で仮想的な単一の記憶領域を形成する仮想サー
バ、そのコンピュータ、およびコンピュータが実行するためのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のクライアントとサーバを使用して、仮想的にファイルを共有する技術としては、
例えば、特許文献１～４が公知である。また、サーバ／クライアントシステムにおいて、
各クライアントで生成されるデータをサーバに保存し、その共有データを各クライアント
で利用するシステムがあるが、サーバに障害が発生した場合には、ネットワークを利用し
た業務を継続することが困難になるという問題がある。
【０００３】
　サーバの障害の耐性を高めるために、ハードウエアを二重化する技術があるが、サーバ
のコストが高くなってしまうという問題がある。また、ストレージを集中化し、ネットワ
ークからのファイル共有アクセスを提供するＮＡＳ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｔｔａｃｈｅｄ
　Ｓｔｏｒａｇｅ）が公知であるが、ストレージ機能を実装した専用装置が必要であるた
め、コストが高くなるという問題がある。この場合、信頼性・可用性を確保するためにＮ
ＡＳ装置内においてハードウエアの二重化が必要になるため、この部分に信頼性の高いハ
ードウエアを装備する場合には、さらに、コストが高くなってしまうという問題がある。
【０００４】
　さらに、ハードウエアＲＡＩＤのように、複数のハードディスクにデータを書き込む冗
長化により、ＤＩＳＫの１台が故障してもデータの紛失を防ぐ装置が公知であるが、冗長
化を制御するための専用ハードウエアおよび複数のディスクを装備する必要があるため、
同様にコストが高くなってしまうという問題がある。
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【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１８６７２７号公報
【特許文献２】特開平１１－４５２０３号公報
【特許文献３】特開平１０－３４２１号公報
【特許文献４】特開２００３－６０３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、安価でかつ高い信頼性を有するスト
レージシステムを実現することが可能な仮想サーバ、そのコンピュータ、およびコンピュ
ータが実行するためのプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、ネットワークを介して相互
に接続された複数のコンピュータと、前記各コンピュータにそれぞれ接続された記憶手段
とで構築される仮想サーバにおいて、前記各コンピュータにそれぞれ接続された記憶手段
を利用して、単一の仮想記憶領域を構成し、前記ネットワーク上に、前記単一の仮想記憶
領域を表示することを特徴とする。これにより、複数台の低コストなコンピュータを使用
して、仮想サーバを実現することにより、負荷を複数台のコンピュータに分散でき、安価
でかつ信頼性の高いストレージシステムを提供することができる。
【０００８】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記ネットワーク上に、前記単一の仮想記憶領
域とともに、当該単一の仮想記憶領域を管理するサーバを表示することが望ましい。これ
により、外部装置では、仮想サーバの実体がどこにあるかを特に意識することなく、通常
のサーバに対するのと同様の操作感で仮想サーバにアクセスすることができる。
【０００９】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記各記憶手段は、それぞれ特定領域を有して
おり、前記各特定領域で前記単一の仮想記憶領域を形成し、前記ネットワークを介して接
続される外部装置からデータの書き込みの要求があった場合、または、１つのコンピュー
タでデータの書き込み要求が発生した場合は、前記各コンピュータは、同一のデータを前
記各特定領域にそれぞれ略リアルタイムに書き込み、前記各特定領域で同一のデータを保
持することが望ましい。これにより、自機の記憶手段の特定領域にデータを書き込むこと
により、他のコンピュータの特定領域にもデータが書き込む冗長化によりデータの紛失を
防ぐことができる。
【００１０】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記ネットワークを介して接続される外部装置
からデータの読み出み要求、または、自機の読み込み要求が発生した場合は、前記各コン
ピュータは、前記各特定領域からそれぞれ独自のタイミングでデータの読み込みを行うこ
とが望ましい。これにより、各コンピュータが自機の記憶手段内の特定領域を独自のタイ
ミングにてデータの読み込みを行うことができ、データの読み込みを高速に行うことがで
きる。
【００１１】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記記憶手段はディスク装置からなり、当該デ
ィスク装置は複数の領域を有し、前記特定領域は、前記複数の領域のうちの１つの領域に
割り当てられることが望ましい。これにより、ディスク装置の資源を有効に活用すること
が可能となる。
【００１２】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記記憶手段は、複数のディスク装置からなり
、前記特定領域はディスク装置の全領域に割り当てられることが望ましい。これにより、
システムの運用の安全性を保つことができ、また、ホットスワップを構成することも可能
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となる。
【００１３】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記各コンピュータのうち障害が発生したコン
ピュータがある場合には、当該障害が発生した以外のコンピュータで、前記仮想サーバを
構成することが望ましい。これにより、故障コンピュータを切り離して修理作業を行って
いる期間においても、他のコンピュータにて業務を継続をすることができ、ユーザの負担
をできるだけ軽減し、可用性を向上させた仮想サーバを提供することができる。なお、こ
こで障害とは、コンピュータに故障が発生して現に故障した場合はもちろん、当該コンピ
ュータが保守作業中である場合において当該コンピュータのデータへアクセスできない場
合を含むものである（以下、同様である）。
【００１４】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記コンピュータの前記特定領域にエラーが発
生した場合には、当該エラーが発生したコンピュータからの要求に応じて、他のコンピュ
ータが、当該特定領域のデータのリカバリーを行うことが望ましい。これにより、データ
のリカバリーが容易になり仮想サーバに直ぐに復帰することができる。
【００１５】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記各コンピュータは、仮想サーバを構成する
コンピュータの電源を一元的に管理可能に構成されていることが望ましい。これにより、
ネットワークを介して他のコンピュータの電源管理を行うことにより、仮想サーバを構成
する複数のコンピュータの稼働状態に応じて、電源ＯＮ／ＯＦＦを一元的に管理すること
ができ、低消費電力で仮想サーバの効率性・信頼性を向上させることができる。
【００１６】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記各コンピュータは、使用者により電源ＳＷ
がＯＮされたことを検出してコンピュータ内の各部に電源を供給する第１モードと、ＲＡ
ＩＤ機能を実行するための部位にのみ電源が供給される第２モードと、前記ネットワーク
を介して通信を行うための部位にのみ電源が供給される第３モードと、を有することが望
ましい。これにより、システムを運用するために必要な部位にのみ通電でき、より低消費
電力化を図ることができる。
【００１７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、各々が記憶手段を有する他
の１または複数のコンピュータとネットワークを介して接続され、前記記憶手段と自機の
記憶手段を利用して前記ネットワーク内で仮想サーバを構成するコンピュータにおいて、
前記各コンピュータにそれぞれ接続された記憶手段を利用して構成される単一の仮想記憶
領域を前記ネットワーク上に表示する表示手段を備えたことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記表示手段は、前記ネットワーク上に、前記
単一の仮想記憶領域とともに、当該単一の仮想記憶領域を管理するサーバを表示すること
が望ましい。
【００１９】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記単一の仮想記憶領域を構成する特定領域を
有する前記記憶手段と、前記ネットワークと接続するためのインターフェィスと、前記ネ
ットワークを介して接続される外部装置からのデータの書き込み要求が発生した場合、ま
たは、自機でデータの書き込み要求が発生した場合に、前記他のコンピュータに当該デー
タの書き込みを依頼し、また、前記特定領域に当該データを書き込む第１の書込手段と、
前記他のコンピュータからデータの書き込み要求を受け取った場合に、前記特定領域に当
該データを書き込む第２の書込手段と、を備えたことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記第１および第２の書込手段は、前記特定領
域にデータを書き込み中に、他の書き込み要求があった場合には、排他処理を行うことが
望ましい。
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【００２１】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記記憶手段の特定領域から独自のタイミング
でデータの読み込みを行う読出手段を備えたことが望ましい。
【００２２】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記仮想サーバを構成するコンピュータの電源
を一元的に管理する電源管理手段を備えたことが望ましい。
【００２３】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記電源管理手段は、使用者により電源ＳＷが
ＯＮされたことを検出してコンピュータ内の各部に電源を供給する第１モードと、バック
アップ動作を実行するための部位にのみ電源が供給される第２モードと、前記ネットワー
クを介して通信を行うための部位にのみ電源が供給される第３モードと、を遷移させるこ
とが望ましい。
【００２４】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明のコンピュータが実行するため
のプログラムは、各々が記憶手段を有する他の１または複数のコンピュータとネットワー
クを介して接続され、前記記憶手段と自機の記憶手段を利用して前記ネットワーク内で仮
想サーバを構成するコンピュータに、前記各コンピュータにそれぞれ接続された記憶手段
を利用して構成される単一の仮想記憶領域を前記ネットワーク上に表示する表示工程を実
行させることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記表示工程では、前記ネットワーク上に、前
記単一の仮想記憶領域とともに、当該単一の仮想記憶領域を管理するサーバを表示するこ
とが望ましい。
【００２６】
　また、本発明の好ましい態様によれば、さらに、コンピュータに、前記ネットワークを
介して接続される外部装置からのデータの書き込み要求が発生した場合、または、自機で
データの書き込み要求が発生した場合に、前記他のコンピュータに当該データの書き込み
を依頼し、また、前記単一の仮想記憶領域を構成する自機の記憶手段の特定領域に当該デ
ータを書き込む第１の書込工程と、前記他のコンピュータからデータの書き込み要求を受
け取った場合に、前記特定領域に当該データを書き込む第２の書込工程と、をコンピュー
タに実行させることが望ましい。
【００２７】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記第１および第２の書込工程では、前記特定
領域にデータを書き込み中に、他の書き込み要求があった場合には、排他処理を行うこと
が望ましい。
【００２８】
　また、本発明の好ましい態様によれば、さらに、コンピュータに、前記記憶手段の特定
領域から独自のタイミングでデータの読み込みを行う読出工程を実行させることが望まし
い。
【００２９】
　また、本発明の好ましい態様によれば、さらに、コンピュータに、前記仮想サーバを構
成するコンピュータの電源を一元的に管理する電源管理工程を実行させることが望ましい
。
【００３０】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記電源管理工程では、使用者により電源ＳＷ
がＯＮされたことを検出してコンピュータ内の各部に電源を供給する第１モードと、バッ
クアップ動作を実行するための部位にのみ電源が供給される第２モードと、前記ネットワ
ークを介して通信を行うための部位にのみ電源が供給される第３モードと、を遷移させる
ことが望ましい。
【発明の効果】
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【００３１】
　本発明によれば、各コンピュータにそれぞれ接続された記憶手段を利用して、単一の仮
想記憶領域を構成し、ネットワーク上に単一の仮想記憶領域を表示することとしているの
で、複数台の低コストなコンピュータを使用して、仮想サーバを実現することにより、負
荷を複数台のコンピュータに分散でき、安価でかつ信頼性の高いストレージシステムを提
供することが可能な仮想サーバ、そのコンピュータ、およびコンピュータが実行するため
のプログラムを提供することが可能となるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下に、この発明にかかる仮想サーバ、そのコンピュータ、およびコンピュータが実行
するためのプログラムを適用した実施例を、図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、こ
の実施例によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施例における構成要素
には、当業者が容易に想定できるものまたは実質的に同一のものが含まれる。
【実施例】
【００３３】
［仮想サーバの全体構成］
　図１は、本発明の一実施例に係る仮想サーバ１００の構成を示す図である。図１におい
て、ネットワーク１０には、仮想サーバ１００と、外部装置２０・・・が相互に接続され
ている。仮想サーバ１００は、複数、例えば３台のコンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃがネッ
トワーク１０を介して相互に接続されて構築されている。
【００３４】
　各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃには、その起動状態（モード）を識別するための表示
を行う通常起動用ＬＥＤ２０６およびスタンバイ用ＬＥＤ２０７が設けられている。以下
、コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃを特に区別する必要がない場合は、コンピュータ２００
と表記する。ネットワーク１０は、例えばＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）で構成
することができる。このネットワーク１０は、有線に限られるものではなく無線でもよい
。
【００３５】
　コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃには、それぞれ記憶手段であるディスク装置３００Ａ、
Ｂ、Ｃが接続されている。ディスク装置は、内蔵タイプでも外付けタイプのいずれでも良
い。以下、ディスク装置３００Ａ、Ｂ、Ｃを特に区別する必要がない場合は、ディスク装
置３００と表記する。ディスク装置３００Ａ、Ｂ、Ｃは、それぞれ、ＯＳ（例えば、Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ（登録商標）ＯＳ、Ｕｎｉｘ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）等）やア
プリケーション等が格納される第１領域３０１Ａ、Ｂ、Ｃと、ＲＡＩＤ専用の領域である
第２領域（以後「特定領域」という）３０２Ａ、Ｂ、Ｃと、コンピュータ２００Ａ、Ｂ、
Ｃのマシン固有の情報が格納される第３領域３０３Ａ、Ｂ、Ｃとを有している。
【００３６】
　この特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃは、コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃにより共有される仮
想的な単一の記憶領域（仮想記憶領域）４００を構成する。以下の説明では、ＲＡＩＤ１
について説明するが、本発明はこれに限られるものではなく、ＲＡＩＤ０，２，３，４、
５についても適用可能である。なお、この領域の割り当ては一例であって、ディスク装置
３００の領域の割り当ては特に限定されるものではない。
【００３７】
　本実施例に係る仮想サーバ１００の第１の特徴は、ネットワーク１０を介して接続され
たコンピュータ２００Ａ，Ｂ，Ｃで仮想的にサーバが構成される点にある。
【００３８】
　本実施例に係る仮想サーバ１００の第２の特徴は、仮想サーバ１００内の各コンピュー
タ２００Ａ、Ｂ、Ｃが有するディスク装置３００Ａ、Ｂ、Ｃを利用して仮想記憶領域４０
０を構成している点にある。仮想記憶領域４００を構成する複数の特定領域３０２Ａ、３
０２Ｂ、３０２Ｃのデータを、各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃで共有することができる
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。すなわち、各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃは、それぞれ特定領域３０２Ａ、３０２Ｂ
、３０２Ｃに同一のデータを書き込み、各特定領域３０２Ａ、３０２Ｂ、３０２Ｃで同一
のデータを保持することができる（ＲＡＩＤ１の機能）。
【００３９】
　本実施例に係る仮想サーバ１００の第３の特徴は、仮想記憶領域４００を構成する複数
の特定領域３０２Ａ、３０２Ｂ、３０２のいずれか１つに障害が発生しても、残りの特定
領域のデータから障害が発生した特定領域のデータが復元でき、データの可用性を向上さ
せることができる点にある。
【００４０】
　本実施例に係る仮想サーバ１００の第４の特徴は、各コンピュータ２００Ａ，Ｂ，Ｃで
は、特定領域３０２Ａ、３０２Ｂ、３０２Ｃを単一な仮想記憶領域４００として認識させ
る点にある。具体的には、各コンピュータ２００Ａ，Ｂ，Ｃでは、特定領域３０２Ａ、３
０２Ｂ、３０２Ｃを単一な仮想記憶領域４００としてユーザーインターフェイス（表示装
置２０５）に表示する。使用者は、このユーザインターフェースの表示を見て、このディ
スク領域に対してファイルの書き込みや読み込みの操作を行うことができる。
【００４１】
　本実施例に係る仮想サーバ１００の第５の特徴は、外部装置２０に対して、仮想サーバ
１００を構成する各コンピュータ２００Ａ，Ｂ，Ｃの特定領域３０２Ａ、３０２Ｂ、３０
２Ｃを単一な仮想記憶領域（ディスク領域）４００として表示させる点にある。具体的に
は、外部装置２０では、仮想サーバ１００を構成する各コンピュータ２００Ａ，Ｂ，Ｃの
特定領域３０２Ａ、３０２Ｂ、３０２Ｃを単一な仮想記憶領域４００としてユーザーイン
ターフェイスに表示する。使用者は、このユーザインターフェースの表示を見て、このデ
ィスク領域に対してファイルの書き込みや読み込みの操作を行うことができる。
【００４２】
　本実施例に係る仮想サーバ１００の第６の特徴は、低消費電力化および高効率性・高信
頼性のために、各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃが、仮想サーバ１００内のコンピュータ
２００Ａ、Ｂ、Ｃの電源を一元的に管理している点である。
【００４３】
　なお、図１の構成においては、第１領域３０１、特定領域３０２、および第３領域３０
３を１つのディスク装置３００に割り当てているが、記憶手段を複数のディスク装置で構
成し、特定領域３０２を第１領域３０１、第２領域３０３と物理的に別のディスク装置に
割り当てることにしても良い。
【００４４】
　図２は、第１領域３０１と第３領域３０３を第１ディスク装置３１０に割り当て、特定
領域３０２を第２ディスク装置３１１に割り当てた場合の仮想サーバ１００の構成例を示
す図である。すなわち、本実施例の記憶手段は、単一のディスク装置で構成しても、複数
のディスク装置で構成することに良い。ディスク装置３１０、３１１は、ホットスワップ
可能に構成されるのが望ましい。
【００４５】
［コンピュータの構成］
　図３は、コンピュータ２００の構成を示すブロック図である。コンピュータ２００は、
例えば、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）やＷＳ（ワークステーション）で構成すること
ができる。コンピュータ２００は、図３に示すように、ネットワーク１０に接続するため
のＬＡＮコントローラ２０１と、コンピュータの各部の動作を制御する制御部２０２と、
電源装置２０８を制御する電源制御装置２０３と、キーボード、マウス、タブレット等か
らなる入力装置２０４と、ＬＣＤやＣＲＴからなる表示装置２０５と、通常起動状態にあ
る場合に点灯する通常起動用ＬＥＤ２０６と、スタンバイ状態にある場合に点灯するスタ
ンバイ用ＬＥＤ２０７と、コンピュータの各部に電源を供給する電源装置２０８とを備え
ている。
【００４６】
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　ＬＡＮコントローラ２０１は、ネットワーク１０に接続するＬＡＮカード等から構成さ
れており、Ｗａｋｅ　ｕｐ　ＬＡＮ機能を有している。制御部２０２は、メインボードに
搭載されており、プログラムやデータを記憶するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）、一時的にデータを保管するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ
）、及びプログラムやデータを当該ＲＯＭやディスク装置３００から読み込んで実行する
ＣＰＵ等で構成される。
【００４７】
　制御部２０２は、例えば、プログラムを実行することにより、ディスク装置３００に対
するデータの書き込み／読み込みの制御等を行うデータ管理部２２１として機能する。デ
ータ管理部２２１は、ＲＡＩＤ機能を有している。データ管理部２２１は、具体的には、
（１）ネットワーク１０上に、単一の仮想記憶領域４００およびそれを管理するサーバを
表示する機能、（２）外部装置２０からデータの書き込み要求があった場合、または、自
機でデータの書き込み要求が発生した場合に、前記他のコンピュータに当該データの書き
込みを依頼し、また、ディスク装置３００の特定領域３０２に当該データを書き込む機能
、（３）他のコンピュータ２００からデータの書き込み要求を受け取った場合に、ディス
ク装置３００の特定領域３０２に当該データを書き込む機能、（４）外部装置２０からの
データの読み込み要求があった場合、または、自機で発生したデータの読み込み要求が発
生した場合に、ディスク装置３００の特定領域３０２から独自のタイミングでデータの読
み込みを行う機能を有している。
【００４８】
　また、制御部２０２は、例えば、プログラムを実行することにより、コンピュータ内部
の電源管理を行うとともに、仮想サーバ１００を構成するコンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃ
の電源をネットワーク１０を介して一元管理する電源管理部２２２として機能する。
【００４９】
　電源管理部２２２は、電源制御装置２０３を制御するとともに、電源制御装置２０３か
ら入力される起動情報に基づいてコンピュータ２００の起動状態（通常起動状態、スタン
バイ状態、電源ＯＦＦ状態）を遷移させる。電源管理部２２２は、仮想サーバ１００を構
成する他のコンピュータ２００に特殊電源ＯＮ／ＯＦＦ信号を送出する。
【００５０】
　また、電源管理部２２２は、使用者がコンピュータのＪＯＢ操作画面に設けられた電源
ＯＦＦを実行するＪＯＢを選択指示した場合において、ソフトウエア処理により電源ＯＦ
Ｆコマンドを受け付けて、電源制御装置２０３に通知する。これに応じて、電源制御装置
２０３は、電源ＳＷがＯＦＦされた場合と同様の処理を行う。
【００５１】
　電源制御装置２０３は、電源用のボード等に搭載されており、例えば、ＣＰＵ、ファー
ムウエアが記憶されたＲＯＭ、ＬＡＮコントローラ２０１等と通信を行うためのポート制
御部等で構成することができる。電源制御装置２０３は、電源管理部２２２の指示に従っ
て、電源装置２０８の制御、第１および第２スイッチ２０９、２１０のＯＮ／ＯＦＦ、お
よび電源状態表示用ＬＥＤ２０６、２０７の点灯を制御する。また、電源制御装置２０３
は、使用者により押下される機械スイッチである電源ＳＷのＯＮ／ＯＦＦ、ネットワーク
１０を介して入力される特殊電源ＯＮ／ＯＦＦ信号を検出する。
【００５２】
　電源装置２０８は、商用電源に接続されており、ＡＣ－ＤＣ変換を行って、コンピュー
タ用のＤＣ電源を生成する。電源装置２０８は、電源制御装置２０３の制御に従って、電
源ライン２３１、２３２を介して、コンピュータ２００の各部に電源を供給する。電源ラ
イン２３１は、常時電源が供給されるラインであり、電源ＳＷがＯＦＦの場合においても
電源装置２０８が商用電源に接続されている限り給電が行われる。この電源ライン２３１
には、ＬＡＮコントローラ２０１および電源制御装置２０３が接続されている。これによ
り、電源ＳＷがＯＦＦの場合でも、ネットワーク１０を介して他のコンピュータと通信す
ることができる。電源ライン２３２は、電源制御装置２０３の制御に従って、給電が行わ



(10) JP 4575740 B2 2010.11.4

10

20

30

40

50

れる。この電源ライン２３２には、制御部２０２、入力装置２０４、表示装置２０５、お
よびディスク装置３００が接続されている。入力装置２０４および表示装置２０５に接続
される電源ライン２３２には、第１および第２スイッチ２０９、２１０が設けられている
。
【００５３】
［仮想記憶領域４００および仮想サーバ１００の表示方法］
　図４は、仮想サーバ１００を構成するコンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃにおいて、表示装
置２０５Ａ、Ｂ、Ｃに表示される管理装置情報の一例を示す図である。同図に示す例は、
コンピュータ２００Ａの場合を示している。同図においては、名称「Ａグループ」、管理
装置名称「共通データ領域（仮想記憶領域４００）」、空き容量「９００ＭＢ」と、名称
「コンピュータ１（コンピュータ２００Ａ）」、管理装置名称「ＣＤ－Ｒ（未装着）」と
、名称「コンピュータ１（コンピュータ２００Ａ）」、管理装置名称「ＤＩＳＫ」、空き
容量「１５００ＭＢ」とが表示されている。ここで、Ａグループは、仮想サーバ１００を
構成するグループを示しており、特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃは、各コンピュータ２００Ａ
、Ｂ、Ｃでは単一なディスク領域（共有データ領域）として表示される。同図に示す例で
は、各特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃは９００ＭＢであり、各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃ
では、９００ＭＢの単一なディスク領域として表示される。これにより、アプリケーショ
ンから特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃを表示する場合には、使用者は、データの実体がどこに
あるかを特に意識することなく、自機ＤＩＳＫと同様の操作感でアクセスすることができ
る。
【００５４】
　図５は、外部装置２０において、その表示装置に表示されるネットワーク上のコンピュ
ータリスト情報の一例を示す図である。同図においては、コンピュータ名称「コンピュー
タ１（コンピュータ２００Ａ）」、グループ名称「Ａグループ」、管理装置名称「ＤＩＳ
Ｋ１（ディスク装置３００Ａ）」と、コンピュータ名称「コンピュータ２（コンピュータ
２００Ｂ）」、グループ名称「Ａグループ」、管理装置名称「ＤＩＳＫ２（ディスク装置
３００Ｂ）」と、コンピュータ名称「コンピュータ３（コンピュータ２００Ｃ）」、グル
ープ名称「Ａグループ」、管理装置名称「ＤＩＳＫ３（ディスク装置３００Ｃ）」と、コ
ンピュータ名称「サーバＡ（仮想サーバ１００）」、グループ名称「Ａグループ」、管理
装置名称「共通データ領域（仮想記憶領域４００）」と、コンピュータ名称「外部１（外
部装置２０）」と、コンピュータ名称「外部２（外部装置２０）」とが表示されている。
【００５５】
　このように、共通データ領域（仮想記憶領域４００）を管理する仮想サーバ１００は、
ネットワーク１０上に追加されているように表示される。これにより、外部装置２０の使
用者は、仮想サーバ１００の実体がどこにあるかを特に意識することなく、通常のサーバ
に対するのと同様の操作感で仮想サーバ１００にアクセスすることができる。なお、仮想
サーバ１００を構成する各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃでは、サーバとしての機能も汎
用サーバと同様の機能を実装することにしても良い。
【００５６】
［データの書き込み・読み込み動作］
　各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃが、ディスク装置３００Ａ、Ｂ、Ｃの特定領域３０２
Ａ、Ｂ、Ｃに対して、データの書き込み・読み込む動作を説明する。図６は、コンピュー
タ２００Ａ、Ｂ、Ｃが、ディスク装置３００Ａ、Ｂ、Ｃの特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃに対
して、データの書き込み・読み込む動作の概略を説明するためのフローチャートである。
【００５７】
　図６において、コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃのいずれか１つでデータの更新が発生し
た場合には（Ａ１の［Ｙｅｓ」）、当該コンピュータ２００は、特定領域３０２を占有し
て、データを書き込むことを他のコンピュータ２００に通知する（Ａ２）。通知を受信し
た全てのコンピュータ２００の用意ができた場合には（Ａ３の「Ｙｅｓ」）、各コンピュ
ータ２００でそれぞれの特定領域３０２でデータの更新を開始する（Ａ４）。全てのコン
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ピュータ２００でデータ更新が完了した場合には（Ａ５の「Ｙｅｓ」）、データの更新を
終了する。他方、コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃのいずれにもデータの更新が発生しない
場合には（Ａ１の［Ｎｏ」）、各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃは、独自のタイミングで
各特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃで読み取る（Ａ６の「Ｎｏ」）。
【００５８】
　図７は、各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃが、ディスク装置３００Ａ、Ｂ、Ｃの特定領
域３０２Ａ、Ｂ、Ｃに対して、データの書き込み・読み込む動作を説明するための模式図
である。同図では、コンピュータ２００Ａがディスク装置３００Ａでデータの更新が発生
した場合の動作を説明する。同図において、ファイルシステム・コール２５２および特定
領域ファイルモジュール２５３は、上述したデータ管理部２２１の１機能である。
【００５９】
　書き込み処理時には、各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃの特定領域ファイルモジュール
２５３Ａ、Ｂ、Ｃは、リアルタイムにデータの更新を行うことで、データの冗長化を行う
。冗長化処理中は、各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃは、仮想サーバ１００を構成する全
てのコンピュータ２００に対して、ファイルシステムの最下層のコマンドレベルでネット
ワーク１０越しに、他のファイル更新要求を排他処理する。
【００６０】
　読み込み処理は、各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃで逐次可能となっている。ファイル
読み込み時には、各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃの特定領域ファイルモジュール２５３
１Ａ、Ｂ、Ｃは、それぞれ特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃのファイルを独自のタイミングで読
み取ることが可能となっている。
【００６１】
　コンピュータ２００Ａにおいて、アプリケーション２５１Ａでファイルの特定領域３０
２への書き込み要求が発生した場合には、ファイルシステム・コール２５２Ａは、特定領
域ファイルモジュール２５３Ａに特定領域３０２へのファイルの書き込みを依頼する。特
定領域ファイルモジュール２５３Ａは、コンピュータ２００Ｂ、Ｃの特定領域ファイルモ
ジュール２５３Ｂ、Ｃに対して、ファイルとタイムスタンプを送信して、書き込みを依頼
する。そして、特定領域ファイルモジュール２５３Ａ、Ｂ、Ｃは、ディスク装置３００Ａ
、Ｂ、Ｃの特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃに略同時に同一のファイルをそれぞれ書き込む。こ
こでは、アプリケーション２５１Ａでデータの書き込み／読み込み要求が発生した場合に
ついて説明したが、外部装置２０からデータの書き込み／読み込み要求が発生した場合に
ついても同様な処理が行われる。
【００６２】
［エラー発生時の動作・リカバリー動作］
　コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃでエラーが発生した場合の動作、およびそのリカバリー
動作を説明する。
【００６３】
１．仮想サーバが正常に動作しない場合
　図８は、コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかでトラブルが発生した場合の処理を
説明するための図である。コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかでトラブルが発生し
た場合は、そのコンピュータ２００を切り離し、残りのコンピュータ２００でＲＡＩＤシ
ステムを継続する。
【００６４】
　図８において、例えば、コンピュータ２００Ａが故障した場合には、そのコンピュータ
２００Ａを切り離し、残りのコンピュータ２００Ｂ、ＣでＲＡＩＤシステムを継続する。
【００６５】
２．読み込み処理で特定領域３０２にエラーが発生した場合
　図９は、コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃのディスク装置３００Ａ、Ｂ、Ｃの特定領域３
０２Ａ、Ｂ、Ｃにおいて、読み込み処理でエラーが発生した場合の処理を説明するための
図である。
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【００６６】
　コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃのいずれか１つの特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃで読み込み
処理中にエラーが発生した場合には、他のコンピュータ２００の特定領域３０２で読み込
み処理を継続し、以降、故障した特定領域３０２へはアクセスしない。
【００６７】
　図９において、例えば、コンピュータ２００ＡのアプリケーションＡからの特定領域３
０２Ａの読み込み処理でディスクエラーが発生した場合には、他のコンピュータ２００Ｂ
または２００Ｃの特定領域３０２Ａ、３０２Ｂから読み込み処理を行って処理を継続する
。以後、特定領域３０２Ａにはアクセスしない。
【００６８】
３．書き込み処理で特定領域３０２にエラーが発生した場合
　図１０は、コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃのディスク装置３００Ａ、Ｂ、Ｃの特定領域
３０２Ａ、Ｂ、Ｃにおいて、書き込み処理でエラーが発生した場合の処理を説明するため
の図である。コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃのいずれか１つの特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃ
で書き込み処理でエラーが発生した場合には、他のコンピュータ２００の特定領域３０２
で書き込み処理を継続し、以降、故障した特定領域３０２へはアクセスしない。
【００６９】
　図１０において、例えば、コンピュータ２００ＡのアプリケーションＡからの書き込み
処理において、特定領域３０２Ａでディスクエラーが発生した場合には、他の特定領域３
０２Ｂ、Ｃで処理が成功している場合は、書き込み処理を継続し、以後、特定領域３０２
Ａにはアクセスしない。
【００７０】
　なお、上記読み込み処理および書き込み処理では、ディスク装置３００の特定領域３０
２でセクターエラーが発生したものとして、アプリケーションＡが処理を継続しているが
、通常、物理的なディスクエラーが発生した場合には、領域を分割していても同一のディ
スク装置を利用している限りディスク全体に影響が発生するため、いずれシステム的なエ
ラーが発生する可能性がある。そのため、上記２、３の対処法は、特定領域３０２を物理
的に別のディスクに割り当てた上記図２の構成の場合に有効である。
【００７１】
４．特定領域のリカバリー
　図１１は、特定領域３０２をリカバリーする手順を説明するためのフローチャートであ
る。特定領域３０２をリカバリーする場合には、特定領域３０２が正常なコンピュータ２
００から特定領域３０２の全エリアのブロック転送を利用する。
【００７２】
　図１１において、ＲＡＩＤシステムへの復帰を希望するコンピュータ２００からＲＡＩ
Ｄシステムが正常に動作している全てのコンピュータに復帰要求を通知する（Ａ１１）。
通知を受けたコンピュータ２００は、自機の特定領域へのアクセスを一時的に禁止する（
Ａ１２）。通知を受けたコンピュータ２００の１つは、自機の特定領域３０２の全エリア
をブロック転送を利用して、ＲＡＩＤシステムへの復帰を希望するコンピュータ２００の
特定領域３０２にコピーする（Ａ１３）。この後、全てのコンピュータ２００でＲＡＩＤ
システムを起動する（Ａ１４）。
【００７３】
　図１２は、特定領域３０２のリカバリーの具体例を示す図である。図１２において、例
えば、コンピュータ２００Ｃの特定領域３０２Ｃでエラーが発生して、ＲＡＩＤシステム
への復帰を希望する場合には、コンピュータ２００Ｃは、コンピュータ２００Ａ、Ｂに復
帰要求を通知する。通知を受けたコンピュータ２００Ａ、Ｂは、自機の特定領域３０２Ａ
、Ｂへのアクセスを一時的に禁止する。コンピュータ２００Ａまたは２００Ｂは、自機の
特定領域３０２Ａ、Ｂの全エリアのデータをコンピュータ２００Ｃの特定領域３０２Ｃに
コピーする。これにより、全てのコンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃで特定領域３０２Ａ、Ｂ
、Ｃへのアクセスが可能となる。
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【００７４】
　なお、仮想サーバ１００の全てのコンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃの特定領域３０２Ａ、
Ｂ、Ｃが全て故障した場合（地震や火事の場合）に備えて、外部のネットワークに接続さ
れるデータセンター５００で仮想サーバ１００の特定領域３０２のデータのバックアップ
を行うことにしてもよい。
【００７５】
　図１３は、データセンター５００を使用して、仮想サーバ１００をリカバリーする手順
を説明するためのフローチャートである。図１３において、まず、仮想サーバ１００を構
築する全てのコンピュータ２００の特定領域３０２へのアクセスを禁止し（Ａ２１）、デ
ータセンター５００は、仮想サーバ１００を構成するコンピュータ２００の１つの特定領
域３０２を復元する（Ａ２２）。特定領域３０２を復元したコンピュータ２００は、その
特定領域３０２を他のコンピュータ２００の特定領域３０２にコピーする（Ａ２３）。こ
の後、全てのコンピュータ２００でＲＡＩＤシステムを起動する（Ａ２４）。
【００７６】
　図１４は、データセンター５００を使用して特定領域３０２をリカバリーする具体例を
示す図である。図１４において、まず、仮想サーバ１００の全コンピュータ２００Ａ、Ｂ
、Ｃの特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃをリカバリーする場合は、コンピュータ２００Ａ、Ｂ、
Ｃの特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃへのアクセスを禁止し、データセンター５００は、コンピ
ュータ２００Ｃの特定領域３０２Ｃを復元する。コンピュータ２００Ｃは、その特定領域
３０２Ｃをコンピュータ２００Ａ、Ｂの特定領域３０２Ａ、Ｂにコピーする。これにより
、全てのコンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃで特定領域３０２Ａ、Ｂ、Ｃへのアクセスが可能
となる。なお、リムーバルディスクをバックアップ先に使用することにしても良い。
【００７７】
［コンピュータの電源状態の遷移］
　図１５は、コンピュータ２００の電源状態の遷移を示す図である。図１５において、（
１）通常起動状態（第１モード）は、使用者により電源ＳＷがＯＮされて、コンピュータ
２００の各部に電源が供給されている状態で、コンピュータ２００が通常に起動している
状態である。（２）スタンバイ状態（第２のモード）は、コンピュータ２００を起動した
状態であるが、バックアップ動作（ＲＡＩＤ機能）を実行するための部位のみに電源が供
給される省電力状態であり、バックアップ動作に必要のない部位、例えば、入力装置２０
４および表示装置２０５等への電源の供給を切断した状態である。（３）電源ＯＦＦ状態
（第３のモード）は、ネットワーク１０を介して通信を行うための部位のみに電源が供給
された状態で、ＬＡＮコントローラ２０１および電源制御装置２０３以外への電源の供給
が切断された状態である。
【００７８】
　使用者により電源ＳＷがＯＮされると、電源制御装置２０３は、電源装置２０８に電源
ライン２３２からの電源の供給を開始させる。これにより、制御部２０２に電源が供給さ
れ、電源管理部２２２が起動する。電源管理部２２２は、電源制御装置２０３から入力さ
れる起動情報（電源ＳＷのＯＮによる起動）に基づき、電源制御装置２０３を介して、第
１および第２スイッチ２０９、２１０をＯＮさせる。これにより、コンピュータ２００の
各部に電源が供給され、通常起動状態（１）となる。
【００７９】
　また、使用者により電源ＳＷがＯＦＦされた場合または電源ＯＦＦコマンドを受け取っ
た場合は、電源制御装置２０３は、電源装置２０８に電源ライン２３２からの電源の供給
を停止させる。これにより、ＬＡＮコントローラ２０１および電源制御装置２０３以外へ
の電源の供給が切断され、電源ＯＦＦ状態となる。
【００８０】
　特殊電源ＯＮは、ネットワーク１０を介して、電源ＯＦＦ状態からスタンバイ状態にす
る機能である。コンピュータ２００が電源ＯＦＦ状態にある場合に、ネットワーク１０を
介して、特殊電源ＯＮ信号が電源制御装置２０３に入力されると、電源制御装置２０３は
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、電源装置２０８に電源ライン２３２からの電源の供給を開始させる。これにより、制御
部２０２に電源が供給され、電源管理部２２２が起動する。電源管理部２２２は、電源制
御装置２０３から入力される起動情報（特殊電源ＯＮによる起動）に基づき、電源制御装
置２０３を介して、第１および第２スイッチ２０９、２１０をＯＦＦさせる。これにより
、スタンバイ状態となり、バックアップ動作（ＲＡＩＤ機能）を実行するために必要な部
位（制御部２０２およびディスク装置３００等）に電源が供給され、バックアップ動作を
実行するために必要のない入力装置２０４および表示装置２０５等への電源の供給が遮断
される。
【００８１】
　特殊電源ＯＦＦは、ネットワーク１０を介して、スタンバイ状態から電源ＯＦＦ状態に
する機能である。コンピュータ２００がスタンバイ状態にある場合に、ネットワーク１０
を介して特殊電源ＯＦＦ信号が入力されると、電源管理部２２２は、電源制御装置２０３
を介して、電源ライン２３２からの電源の供給を停止させる。これにより、電源ＯＦＦ状
態となる。
【００８２】
［起動時の動作］
　コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃが電源ＯＦＦ状態にある場合に、１台のコンピュータ２
００のみの電源ＳＷをＯＮして、ＲＡＩＤシステムを起動させる場合について説明する。
ここでは、コンピュータ２００Ａの電源ＳＷをＯＮさせた場合の動作を説明する。コンピ
ュータ２００Ｂ、Ｃの電源ＳＷをＯＮさせた場合も同様な動作を行うのでここではその説
明を省略する。
【００８３】
　図１６は、コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃが電源ＯＦＦ状態にある場合に、１台のコン
ピュータ２００のみの電源ＳＷをＯＮして、ＲＡＩＤシステムを起動させる動作を説明す
るためのフローチャート、図１７は、コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃが電源ＯＦＦ状態に
ある場合に、１台のコンピュータ２００のみの電源ＳＷをＯＮして、ＲＡＩＤシステムを
起動させる動作を説明するための説明図である。
【００８４】
　図１６において、コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃが電源ＯＦＦ状態にある場合に（Ｓ１
）、コンピュータ２００Ａにおいて、使用者により電源ＳＷがＯＮされると（Ｓ２）、電
源制御装置２０３は、電源装置２０８に電源ライン２３２からの電源の供給を開始させる
（Ｓ３）。これにより、制御部２０２に電源が供給され、電源管理部２２２が起動する。
電源管理部２２２は、電源制御装置２０３から入力される起動情報（電源ＳＷのＯＮによ
る起動）に基づいて起動条件を判定する（Ｓ４）。この場合は、電源ＳＷのＯＮによる起
動であるので、電源管理部２２２は、電源制御装置２０３を介して、第１および第２スイ
ッチ２０９Ａ、２１０ＡをＯＮさせて、入力装置２０４および表示装置２０５に電源を供
給する（Ｓ５）。そして、電源管理部２２２は、特殊電源ＯＮ信号をコンピュータ２００
Ｂ、Ｃに送信する（Ｓ６）。この後、データ管理部２２１を起動させる（Ｓ７）。電源管
理部２２２は、電源制御装置２０３を介して通常起動用ＬＥＤ２０６を点灯させる（Ｓ８
）。このようにして、通常起動状態となる（Ｓ９）。
【００８５】
　他方、電源ＯＦＦ状態にあるコンピュータ２００Ｂ、Ｃでは（Ｓ１１）、電源管理装置
２０３は、特殊電源ＯＮ信号を受信すると（Ｓ１２）、電源制御装置２０３は、電源装置
２０８に電源ライン２３２からの電源の供給を開始させる（Ｓ１３）。これにより、制御
部２０２に電源が供給され、電源管理部２２２が起動する。電源管理部２２２は、電源制
御装置２０３から入力される起動情報（特殊電源ＯＮによる起動）に基づき起動条件を判
定する（Ｓ１４）、この場合は、特殊電源ＯＮによる起動であるので、電源管理部２２２
は、電源制御装置２０３を介して、第１および第２スイッチ２０９、２１０をＯＦＦさせ
て、入力装置２０４および表示装置２０５に電源を供給しない（Ｓ１５）。そして、デー
タ管理部２２１を起動させる（Ｓ１６）。電源管理部２２２は、電源制御装置２０３を介
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してスタンバイ用ＬＥＤ２０７を点灯させる（Ｓ１７）。このようにして、コンピュータ
２００Ｂ、Ｃはスタンバイ状態となる（Ｓ１８）。この後、ＲＡＩＤシステムを使用する
ことができる。
【００８６】
　この後、コンピュータ２００Ｂ、Ｃでは、電源ＳＷがＯＮされると（Ｓ２１）、電源制
御装置２０３は、電源ＳＷのＯＮを電源管理部２２２に通知する。電源管理部２２２は、
電源制御装置２０３を介して、第１および第２スイッチ２０９、２１０をＯＮさせて、入
力装置２０４および表示装置２０５に電源を供給する（Ｓ２２）。この後、電源管理部２
２２は、電源制御装置２０３Ｂ、Ｃを介して通常起動用ＬＥＤ２０６を点灯させる（Ｓ２
３）。このようにして、通常起動状態となる（Ｓ２４）。
【００８７】
［電源ＯＦＦ時（または電源ＯＦＦコマンドが発行された場合）の動作］
　コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃのうち、１台のコンピュータが通常起動状態で、他の
コンピュータがスタンバイ状態にある場合に、電源をＯＦＦする動作を説明する。ここで
は、コンピュータ２００Ａが通常起動状態で、コンピュータＢ、Ｃがスタンバイ状態にあ
る場合に、コンピュータ２００Ａの電源ＳＷがＯＦＦされた場合（または電源ＯＦＦコマ
ンドが発行された場合）の動作を説明する。コンピュータ２００Ｂ、Ｃの電源ＳＷをＯＦ
Ｆさせた場合（または電源ＯＦＦコマンドが発行された場合）も同様な動作を行うのでこ
こではその説明を省略する。
【００８８】
　図１８は、コンピュータ２００Ａが通常起動状態で、コンピュータＢ、Ｃがスタンバイ
状態にある場合に、コンピュータ２００Ａの電源ＳＷがＯＦＦされた場合または電源ＯＦ
Ｆコマンドが発行された場合の動作を説明するためのフローチャートである。図１９は、
コンピュータ２００Ａが通常起動状態で、コンピュータＢ、Ｃがスタンバイ状態にある場
合に、コンピュータ２００Ａの電源ＳＷがＯＦＦされた場合または電源ＯＦＦコマンドが
発行された場合の動作を説明するための説明図である。
【００８９】
　図１８において、コンピュータ２００Ａでは、通常起動状態にある場合に（Ｓ３１）、
電源ＳＷがＯＦＦ（またはソフトウエア処理により電源ＯＦＦコマンドが発行）されると
（Ｓ３２）、電源制御装置２０３は、電源ＳＷのＯＦＦを電源管理部２２２に通知する。
電源管理部２２２は、コンピュータ２００Ｂ、Ｃに電源状態を問い合わせ、終了条件を判
定する（Ｓ３３）。
【００９０】
　通常起動状態のコンピュータがある場合には、電源管理部２２２は、電源制御装置２０
３を介して、第１および第２スイッチ２０９、２１０をＯＦＦさせて、入力装置２０４お
よび表示装置２０５への電源の供給を切断する（Ｓ３４）。そして、電源管理部２２２は
、電源制御装置２０３を介して、通常起動用ＬＥＤ２０６を消灯させるとともに、スタン
バイ用ＬＥＤ２０７を点灯させて（Ｓ３５、Ｓ３６）、スタンバイ状態となる（Ｓ３７）
。
【００９１】
　他方、通常起動状態のコンピュータがない場合には、電源管理部２２２は、特殊電源Ｏ
ＦＦ信号をコンピュータ２００Ｂ、Ｃに送信する（Ｓ４１）。そして、電源管理部２２２
は、電源制御装置２０３を介して、電源装置２０８の電源ライン２３１からの電源の供給
を停止させ（Ｓ４２）、また、通常起動用ＬＥＤを消灯させて（Ｓ４３）、電源ＯＦＦ状
態となる（Ｓ４４）。
【００９２】
　また、スタンバイ状態にある（Ｓ５１）コンピュータ２００Ｂ、Ｃでは、コンピュータ
２００Ａからの問い合わせに応答し（Ｓ５２）、ネットワーク１０を介して特殊電源ＯＦ
Ｆ信号を受信すると（Ｓ５３）、電源管理部２２２は、電源制御装置２０３を介して、電
源ライン２３２からの電源の供給を停止させ（Ｓ５４）、また、スタンバイ用ＬＥＤ２０
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７を消灯させて（Ｓ５５）、電源ＯＦＦ状態となる（Ｓ５６）。
【００９３】
　以上説明したように、本実施例によれば、ネットワーク１０を介して相互に接続された
複数のコンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃと、各コンピュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃにそれぞれ接
続されたディスク装置３００Ａ、Ｂ、Ｃとを備えた仮想サーバ１００において、各コンピ
ュータ２００Ａ、Ｂ、Ｃにそれぞれ接続されたディスク装置３００Ａ，Ｂ，Ｃを利用して
、単一の仮想記憶領域４００を構成し、ネットワーク１０上に単一の仮想記憶領域４００
を表示することとしているので、複数台の低コストなコンピュータを使用して、仮想サー
バを実現することにより、負荷を複数台のコンピュータに分散でき、安価でかつ信頼性の
高いストレージシステムを提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明に係る仮想サーバは、低コストな構成でネットワーク上でストレージシステムを
実現する場合に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の一実施例に係る仮想サーバの構成を示す図である。
【図２】仮想サーバの変形例を示す図である。
【図３】図１のコンピュータの構成を示すブロック図である。
【図４】仮想サーバを構成するコンピュータにおいて、表示装置に表示される管理装置情
報の一例を示す図である。
【図５】外部装置において、その表示装置に表示されるネットワーク上のコンピュータリ
スト情報の一例を示す図である。
【図６】コンピュータが、ディスク装置の特定領域に対して、データの書き込み・読み込
む動作の概略を説明するためのフローチャートである。
【図７】各コンピュータが、ディスク装置の特定領域に対して、データの書き込み・読み
込む動作を説明するための模式図である。
【図８】コンピュータのいずれかでトラブルが発生した場合の処理を説明するための図で
ある。
【図９】コンピュータのディスク装置の特定領域において、読み込み処理でエラーが発生
した場合の処理を説明するための図である。
【図１０】コンピュータのディスク装置の特定領域において、書き込み処理でエラーが発
生した場合の処理を説明するための図である。
【図１１】特定領域をリカバリーする手順を説明するためのフローチャートである。
【図１２】特定領域のリカバリーの具体例を示す図である。
【図１３】データセンターを使用して、ネットワークＲＡＩＤシステムをリカバリーする
手順を説明するためのフローチャートである。
【図１４】データセンターを使用して特定領域をリカバリーする具体例を示す図である。
【図１５】コンピュータの電源状態の遷移を示す図である。
【図１６】各コンピュータが電源ＯＦＦ状態にある場合に、１台のコンピュータのみの電
源ＳＷをＯＮして、ＲＡＩＤシステムを起動させる動作を説明するためのフローチャート
である。
【図１７】各コンピュータが電源ＯＦＦ状態にある場合に、１台のコンピュータのみの電
源ＳＷをＯＮして、ＲＡＩＤシステムを起動させる動作を説明するための説明図である。
【図１８】コンピュータが通常起動状態で、他のコンピュータがスタンバイ状態にある場
合に、当該コンピュータの電源ＳＷがＯＦＦされた場合（または電源ＯＦＦコマンドが発
行された場合）の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１９】コンピュータが通常起動状態で、他のコンピュータがスタンバイ状態にある場
合に、当該コンピュータの電源ＳＷがＯＦＦされた場合（または電源ＯＦＦコマンドが発
行された場合）の動作を説明するための説明図である。
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【符号の説明】
【００９６】
　１０　ネットワーク
　２０　外部装置
　１００　仮想サーバ
　２００　コンピュータ
　２０１　ＬＡＮコントローラ
　２０２　制御部
　２０３　電源制御装置
　２０４　入力装置
　２０５　表示装置
　２０６　通常起動用ＬＥＤ
　２０７　スタンバイ用ＬＥＤ
　２０８　電源装置
　２０９　第１スイッチ
　２１０　第２スイッチ
　２２１　データ管理部
　２２２　電源管理部
　２３１、２３２　電源ライン
　３０１　第１領域
　３０２　特定領域
　３０３　第３領域
　３１０　第１ディスク装置
　３１１　第２ディスク装置
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【図１２】 【図１３】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】



(22) JP 4575740 B2 2010.11.4

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０６Ｆ   3/06    ３０１Ｚ          　　　　　

(72)発明者  山川　正一郎
            東京都江東区新砂１－２－３　株式会社日本デジタル研究所内

    審査官  田川　泰宏

(56)参考文献  特開２００３－００６０１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－３３４００６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３１６５２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２９６０３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－１１４４９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３３７７８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２５９２８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              松本  尚，ＮＩＣを活用したネットワークＲＡＩＤ方式の提案，情報処理学会研究報告  Ｖｏｌ
              ．２０００  Ｎｏ．７４，日本，社団法人情報処理学会，２０００年　８月　４日，第2000巻，
              p.79-84

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１２／００　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

